利用者の価値観と援助の方向性

椋木 久子（小野田赤十字在宅介護支援センター）

　（１）援助の価値

　介護支援専門員が老人介護の現場にいると，長い人生で培われた価値観をもつ利用者と向き合うこととなる。客観的ニーズと，本人の価値観から表出される要求をどう融合していけばよいのかを考えさせられる。援助の基本姿勢としては，自己決定，自己選択により生活環境の維持や目標を設定していくことが求められる。しかし，現実には本人の価値観により生活環境の改善に繋げることが困難なケースのなかで，本人との共感，関係者の共通理解について悩み，模索している。

　社会福祉従事者がよく出会うこのようなケースは，本人の自己決定ではなく，家族や，地域の福祉関係者が問題として取り上げ，相談をすることから始ることが多い。相談内容は，劣悪な住環境，身体清潔に対する認識の欠如，生活の安全への不安，問題のある食生活などが挙げられる。

　（２）事例

　ここに取り上げるM（8８歳）の場合は，金銭的な執着が強いために，必要な介護や援助計画が有効に機能しない状況がみられた事例である。Mには宗教上の関係者T（５５歳）がキーパーソンとして関っていた。金銭的管理も，Mの長男の了解，依頼のもとで担っていた。Tによると，Ｍは介護保険の負担金，その他の生活費の支払い能力は充分あるとのことだった。本人への説明や理解のもとで，表１の援助計画を作成し，Ｍは介護サービスを利用することとなった。　

	表１【援助計画】    課　　題
	目　　標
	援助内容

	下肢機能の低下に加え，腰痛が悪化したため，これまで自分で行っていた買い物や調理が出来なくなった。援助者のTも宗教上の活動が忙しくなり，日常的な援助ができなくなった。
	食生活が充実し，健康が維持できる。

買物の代行をする援助をし，食材や日用品が充足される。
	ヘルパーが買物の代行をする。

昼食の配食サービスを利用する。

出来る範囲で本人が調理する。

Tの援助を受ける。

	腰痛が悪化したため起居動作に負担がある。
	安楽に起居動作が出来ることで疼痛が緩和される。立ち上がりが容易になる。
	福祉用具を貸与する。

流し台の前にイスを置く。

	歩行や移動が不安定であるため，掃除や洗濯が充分出来ない。生活環境の清潔が保持できない。
	掃除や洗濯を代行する援助をし，環境が整備できる。
	ヘルパーが掃除・洗濯をする。

Tにより整理する。

	下肢機能の低下によりトイレまでの移動に時間がかかる。このため日常的に尿失禁がある。
	下着を清潔にし，尿失禁による陰部の爛れが改善する。
	紙パンツを使用する。

本人が主体的に紙オムツを交換する。


　　当初，『すみませんねー。』『ありがたいことです。』とMの笑顔で援助が始ったが，3ヶ月を過ぎた頃より少しずつ綻びはじめた。介護支援専門員やTには決して見せない不満を，担当ヘルパーにぶつけるようになっていったのだ。一つひとつの援助に対し『もったいない。』を繰り返し，次第に不機嫌になっていった。Mは次のような不満を漏らすようになった。

　『私は，お昼の弁当は半分しか食べないよ。残して全部一緒に煮て雑炊？で夕食にする。』

『洗濯は手で洗っておくれ。洗濯機は水がもったいない。着替えないから下着だけ洗濯してくれればいいよ。』『掃除機もかけなくていい。』『いろいろなものをさわらないで。』

　また，日用品，お菓子など自分で選んで頼んでおきながらも，その内容に『高い！』と不満を示す。紙パンツは取り替えようとしない。ヘルパーが交換を勧めると，洗って干している。それらの状況から，目標にしたはずの援助の有効性を見る事が出来なかった。

　このようなMの状況が表れたのは，ヘルパーが利用者の自宅に定期的に，頻回に訪問することにより馴染みの関係が形成され，ヘルパーが自分なりに本人を理解し受容しようとしたことから生ずる現象として，利用者は介護支援専門員には決して見せない本音をヘルパーにのみ表出するようになった表れであった。原則論としては，現場で得たケアプランとの不整合の現状は，その都度，介護支援専門員に返すべきである。その上で本人，インフォーマル支援者を含む担当者会議で協議し，問題解決に繋げるべきである。しかし，人間同志の関りのなかで，それぞれの信頼関係や依存関係は原則論では片付けられない状況を持つ事が多い。このMの事例はその典型的な例である。担当ヘルパーは本人の思いに添う為に，一人で苦悩していた。

（３）自己決定

　この時点で，関係者相互の信頼関係が不安定になってしまっていた。30年来の宗教上の関係者で，今や，家族以上の立場で関っているTを非難する言葉をヘルパーに吐き出すことがあった。また，その反面，MはTに対してはプランにある援助，依頼した援助を，自分が拒否したにもかかわらず，ヘルパーがなにもしてくれないと訴えていた。各援助者が本人の訴えを受容し，自分なりに良識をもって解決しようと努力したことで，援助者間の連携が不調整となり，疑心暗鬼に陥っていた。その間も，必要な費用や生活費の支払いは，Tにより適切に実行されていた。本人はいわゆる下駄を預けた状態であった。日々の買い物や受診のための金銭は，Tより充分手渡されていた。

　『もったいない。』という気持ちからMが紙パンツの取替えをしないことで，陰部の糜爛は悪化し，主治医から，その改善をより強く指導された。関係者で話合いのが場を持ち，仕方なく，事実ではないが，紙パンツは市から支給されているということにして，Mに紙パンツの交換を勧めた。この話合いではじめて，前に述べた内容の，それぞれが心に閉まっておいた援助者としての本音が吐露された。そして，内容にＭの作話的な部分があったことも判明した。

　　（４）援助の方向性

　介護支援専門員はあらためて，金銭的な不安や不満が，Mの深い内面を，それほどまでにいら立たせていたということを把握した。そして，これまでゆっくりMの生活歴や，それに基く価値観に触れたことがなかったことを強く反省した。当初の援助計画も，忙しくなったTがこれまでMに日常的に行ってきた援助が出来なくなったことから，拙速に必要なことだけを介護保険サービスに設定した内容であった。

　　後日，Mを訪問した介護支援専門員は，さりげなく，若い頃からのよもやま話として，本当の想いをさぐる時間をもった。Mとのやり取りの内容は，主に次のとおりであった。

『ご主人が早く亡くなられたのでご苦労されたでしょうね。』

『地獄！地獄！どんだけ働いてきたか・・・！』

『男の子がいるのに，私を捨てて出ていったわ。小学校から新聞配達をさせて，修学旅行も行かせんで，そりゃあ親を怨むわねー。高校も入学試験を受かったのに集団就職で働きに，上（かみ）に行ってしもうた。』

『ご主人が亡くなられたのはいくつでしたか？』

『４２歳。いつも酒を呑んで…。その時も酒を呑んで，炭坑で落ちて死んだんよ。』

『それに，夫は死んだけど，もっと酒飲みの姑がいたから，よけい悪かった。苦労したよ。』

『そしたら，年金とか貯金とか，なにもなかったですか…。』

『なんにも…。しょうがないから生活保護を貰ろうたよ。気がねじゃったよ。（４０年近く前の生保の受給期間を驚くほどはっきり覚えている。よほど本人のイヤな記憶として残っていると推察された）それに娘がおかしかったでしょうが。』

『あれは，小さいときからしゃべらんし，ワーワーわめくばかりでおかしいと思うたよ。体は動くけど，なにもわからんような。赤ん坊みたいに手を振って，ただワーワーわめくだけ…。』

『夫が死んだときは，私が４１歳，息子が1３歳，娘が９歳。娘は学校には行ったことないよ。おかしかったからね。』『いつも金に追われて日が過ぎた気がするね。』『子供に食べさせるのもきりきりで，自分は何を食べて生きていたか思い出せんわ。左官の手伝いなどの日雇い仕事でなんとかやってきた。』『50歳頃，宗教に入って，Ｔさん達に会って気持ちが救われたよ。』

『今は息子さん，時々帰って来られるようですね。』

『あれももう５６歳くらいになって。今は心配してくれるよ。1年に1回くらい会いに帰るよ。妹の事もあるからね。Tさんにも頼んで，金も送ってくれるよ。娘は２０歳くらいからずーとＫ園に入っているよ.。障害者の金が出るから，今はなにも金は要らんけど，可愛そうだからあの子の為に金を残してやりたいと思うんよね。』笑顔のなかで目に涙が滲んでいる。
表２はMの生活歴をまとめたものであるが，本人がこれまで人には見せなかった真の思いや願いは，誰にも否定できるものではない。金銭感覚は充分あり，自立心旺盛で前向きに，真面目に，人生を乗り切ってきていた。かって，一時期でも生活保護を受けたことに対する自己否定的な言葉がそれを裏付けている。依存心もなく，人生の長きを自分なりに倹約に倹約を重ねざるを得なかった背景があった。そのなかで身についた，いわば身を削るような『もったいない』志向であることが把握できた。現実的には，今はもう自分の生活をそれほど倹約しなくてもよい環境が与えられたのにもかかわらず，生活のあり様を変えることは容易ではなかった。Ｔは不必要と思われる倹約に対して，これまでも随時，出納帳や通帳を示しながら『大丈夫だから，気持ちをゆっくり持ってね。』と話してきた。入園中の娘のところにも見舞いに連れて行き，精神的な安定を図ってきた。Ｔは特にMの陰部病状のことについては深刻に考えており，以前から主治医にも清潔を保持するように注意されていた。紙パンツの更新については，本人の倹約という意識の改革が避けられないことだった。そのような状況の中で，公的援助がはじめて介入したのだった。
	表２【生活歴】   Ｍ
	長男
	長女
	生活状態

	４１歳　

酒癖のある夫が，酔って事故死をする。


	1３歳

生活苦のなか新聞配達などをする。
	９歳

出生時より知的障害の様子が見られる。
	夫が事故で死亡する。

二人の子供と酒乱の姑を抱える。左官の手伝いなどで極貧生活を支える。

	50歳

宗教に出会う。関係者Tより生活保護の給を勧められる。以後Tが家族同然に諸手続きや生活援助をする。
	16歳

高校進学も決まっていたが，就職のため大阪へ出る。
音信不通となる。


	１０代

知的障害があり，積極的な発語はなく就学もしていない。
	姑は永眠する。生活保護を受けることで暮らしは安定するが，常に『申し訳ない』の気持ちがあり倹約に努める。



	
	
	20代

精神疾患が認定されK園に入所する。
	公的扶助で生活を維持する。



	70歳

高血圧，膝関節症などが発症し通院する。
	
	30代

障害福祉年金を受給する。


	自分の福祉年金や長女の障害年金が得られるようになったため生活保護が停止される。



	75歳

生活は安定し，生活上の身体機能は自立していた。
	４７歳

母や妹を心配し仕送りを開始する。
	40代

Tが月一度母を連れて見舞う。
	自立心旺盛であり，独居生活を前向きに暮らしていた。倹約を旨とし多額の現金を家の中に隠し持つようになる。

	85歳

介護を必要とするようになる。
	50代

Tに母や妹の金銭管理，生活維持を依頼し，仕送りを継続する。母に頻回に物品も送る。
	５０代

入所を継続する。ヘッドプロテクターを要する状態となる。
	介護保険認定を申請する。

ケアプラン作成し，　介護サービスの利用を開始する。これにともない必要な費用も惜しむという問題点が浮上する。


　　（４）援助者として学んだこと

　高齢者の生活を支えるということは，高齢者個人の人生や価値観をすべて受容し，なお，現在抱えている課題をどう解決に繋いでいくのか，大きな包容力や理解力を必要とする。老いて今なお強く残る価値観を肯定する事は，その人の人生そのものを受容，肯定することであり，相互の信頼関係をより強いものとする。

　援助者は，これまでの生活歴を適切に把握し，本人の生きかたを評価し，必要に応じて苦難の歴史を言葉に出して労うことが必要なのではないかと思った。そのうえで本人の主体的ニーズを見抜き，健康や生活の維持のために本人に必要なことは何かを，専門家としての課題分析のみではなく，本人を主体として時間をかけて検討，説明，理解に繋げる努力をしなければならないことをあらためて学習した。

　介護支援専門員は，これまでの援助の姿勢として，必要な援助を構築する事に対して，有効性を求めながらも，利用者の生きてきた道の全てを知る，または，あばく必要性はないとの思いを強くしていた。介護保険制度のなかで，援助者は，ともすれば援助をマネジメントするだけ，連絡調整するだけに陥りがちとなる。

　本当のソーシャルワークをしているのか，必要な場面で，利用者の人生，生活歴を理解したうえで，その内面を救済しているのか，あらためて反省させられた。

　　相互に全てを受容して会話を尽くすことで，信頼関係の輪はM，関係者，介護支援専門員と固く繋がり，本人のこころを少しずつ安定させた。現在，病状の悪化で独居生活は困難となり，長期入院生活を余儀なくされている。Tは相変わらず洗濯物や病院の支払い，長女の法的手続きなどについて，家族同然に忙しく担っている。長男も以前より頻回に帰省し病院を訪ねる。Mは穏やかな気持ちで病床での日々を送っている。

　『今日，病院の寝具が重いので肌布団を買って来てあげましょう。といったら，もったいないって云われました。ウフフ・・相変わらずですね。』とTは苦笑いされていた。
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